
○
昭
和
41
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

で
平
成
19
年
３
月
卒
業
見
込
み
の
方（
管
理

栄
養
士
免
許
取
得
見
込
み
の
方
）

○
昭
和
41
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

で
す
で
に
管
理
栄
養
士
免
許
を
有
す
る
方

○
昭
和
51
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

で
平
成
19
年
３
月
卒
業
見
込
み
の
方（
臨
床

検
査
技
師
免
許
取
得
見
込
み
の
方
）

○
昭
和
51
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

で
す
で
に
に
臨
床
検
査
技
師
免
許
を
有
す
る
方

○
昭
和
41
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

で
平
成
19
年
３
月
卒
業
見
込
み
の
方（
助
産

師
及
び
看
護
師
免
許
取
得
見
込
み
の
方
）

○
昭
和
41
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た
方

で
す
で
に
助
産
師
及
び
看
護
師
免
許
を
有
す

る
方平

成
19
年
２
月
28
日（
月
）ま
で
に
受
験
申

込
書
に
必
要
書
類
を
添
え
て
、
市
立
病
院
庶

務
担
当
に
そ
れ
ぞ
れ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

履
歴
書（
市
販
の
も
の
可
）、各
種
免
許
証

の
写
し
ま
た
は
卒
業
見
込
み
証
明
書（
平
成

19
年
３
月
卒
業
見
込
み
の
方
）

筆
記
試
験（
作
文
）・
面
接
試
験

平
成
19
年
３
月
３
日（
土
）

午
前
10
時
30
分
か
ら

市
立
病
院
２
階
会
議
室（
予
定
）

都
留
市
立
病
院
　
庶
務
担
当

（
45
）１
６
０
６

※
応
募
者
が
採
用
人
数
に
満
た
な
い
場
合
は
、

受
付
期
間
終
了
後
も
随
時
受
け
付
け
を
行
い

ま
す
。
ま
た
、
看
護
師
に
つ
い
て
も
随
時
募

集
を
行
っ
て
い
ま
す
。

中
央
公
民
館
で
は
、
は
つ
ら
つ
鶴
寿
大
学

や
各
種
学
級
・
教
室
で
学
ん
で
い
る
方
々
の

作
品
展
・
発
表
会
を
開
催
し
ま
す
。

当
日
は
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
や
都
留
市

商
店
連
合
会
の
出
店
も
あ
り
ま
す
。

２
月
24
日（
土
）

午
後
１
時
〜
４
時

２
月
25
日（
日
）

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

文
化
会
館
１
階
・
４
階

２
月
25
日（
日
）

午
前
10
時
〜
午
後
３
時

文
化
会
館
４
階

２
月
25
日（
日
）

午
前
９
時
〜
午
後
３
時
30
分

文
化
会
館

中
央
公
民
館
　
（
43
）１
４
５
１

地
域
の
高
齢
者
か
ら
、
昔
な
が
ら
の
春
に

ち
な
ん
だ
お
い
し
い
家
庭
料
理
を
教
え
て
い

た
だ
き
、
皆
で
会
食
し
ま
す
。

そ
の
後
、
暮
ら
し
に
役
立
つ
生
活
の
知
恵

を
交
換
し
合
い
ま
す
。

２
月
17
日（
土
）

午
前
９
時
30
分
〜
午
後
１
時
30
分

い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留

50
名

５
０
０
円
程
度（
食
材
費
）

○
お
い
し
い
家
庭
料
理
の
作
り
方

太
巻
き
寿
司
、
和
風
チ
キ
ン
ロ
ー
ル
、
ほ

う
れ
ん
草
の
ご
ま
和
え
、
大
根
の
即
席
漬

け
、
味
噌
汁

○
会
食

エ
プ
ロ
ン
、
三
角
巾

２
月
14
日（
水
）

市
社
会
福
祉
協
議
会
　

（
46
）５
１
１
５

毎
週
土
曜
日
　
　

午
前
10
時
30
分
〜
午
後
０
時
30
分

都
留
フ
ァ
ミ
リ
ー
ボ
ウ
ル

在
学
の
小
、
中
、
高
校
生

マ
ナ
ー
や
ル
ー
ル
、
投
球
方
法
、

ゲ
ー
ム
記
録
会電

話
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク
ス
で
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
参
加
料
金
な

ど
詳
細
に
つ
い
て
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

市
ボ
ウ
リ
ン
グ
協
会

県
ボ
ウ
リ
ン
グ
連
盟
、
県
ボ
ウ
リ

ン
グ
公
認
競
技
場
協
議
会

市
ボ
ウ
リ
ン
グ
協
会
事
務
局
　
尾
形

（
43
）２
１
２
１

生
活
に
役
立
つ
講
話
や
、
郷
土
の
歴
史
や

健
康
づ
く
り
の
学
習
、
俳
句
教
室
な
ど
、
日

常
生
活
を
豊
か
に
す
る
授
業
を
年
12
回
行
い

ま
す
。

い
つ
ま
で
も
健
康
で
心
豊
か
に
生
活
で
き

る
よ
う
、
皆
さ
ん
の
ご
入
学
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

市
内
在
住
者
で
概
ね
60
歳
以
上
の
方

３
年
間（
修
了
者
に
は
学
士
証
を
授
与
）

40
名

３
月
15
日（
木
）

中
央
公
民
館
　
（
43
）１
４
５
１
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平
成
19
年
度
入
学
生
を
募
集
し
ま
す
。長

年
培
っ
て
き
た
知
識
や
技
能
を
さ
ら
に
磨

き
、
県
下
９
学
園
に
集
う
仲
間
と
と
も
に
、

ふ
る
さ
と
山
梨
・
日
本
の
心
・
現
代
社
会
な

ど
に
つ
い
て
学
び
ま
す
。

南
都
留
学
園
　
40
名

※
定
員
に
な
り
次
第
締
め
切
り
ま
す
。

県
内
在
住
の
概
ね
60
歳
以
上
の

方
で
、
健
康
で
学
習
意
欲
の
あ
る
方

２
年

ぴ
ゅ
あ
富
士

３
月
15
日（
木
）ま
で

３
、
６
５
０
円

富
士
・
東
部
教
育
事
務
所（
南
都
留
合
同
庁

舎
内
）勧
学
院
担
当
　
今
澤

（
45
）７
８
２
１

19    H 1 9 . 2 . 1

日
ご
ろ
か
ら
様
々
な
手
芸
に
親
し
ん
で
い

る
グ
ル
ー
プ
が
集
う「
み
ん
な
の
手
芸
展
」を

開
催
し
ま
す
。

２
月
24
日（
土
）〜
３
月
４
日（
日
）

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

※
２
月
26
日（
月
）は
休
館
し
ま
す
。
最
終
日

は
午
後
４
時
ま
で
と
な
り
ま
す
。

パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
、
編
み
物
、
染
色
、

粘
土
細
工
、
陶
芸
、
切
り
絵
、
押
し
花
、
生

活
小
物
細
工
、
レ
ザ
ー
ク
ラ
フ
ト
な
ど

県
郡
内
地
域
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

富
士
吉
田
市
上
吉
田
２
２
７
７
―
３

県
郡
内
地
域
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

０
５
５
５（
24
）４
４
０
６

「
ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
や
ま
な
し
」で
は
、
ニ
ー

ト
や
フ
リ
ー
タ
ー
が
社
会
問
題
と
な
っ
て
い

る
中
で
、
若
者
を
取
り
巻
く
雇
用
情
勢
や
職

業
観
な
ど
を
理
解
し
、
家
庭
や
学
校
、
地
域

が
ど
う
取
り
組
む
べ
き
か
を
学
ぶ
た
め
、
保

護
者
や
学
校
の
先
生
な
ど
を
対
象
に「
セ
ミ
ナ

ー
」及
び「
個
別
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
」を
開
催
し

２
月
23
日（
金
）は
、
午
前
10
時
か
ら
午
後

２
時
ま
で
、
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
都
留
に
お
い

て
、
２
種
類
の
サ
ロ
ン
を
行
い
ま
す
。

子
ど
も
の
体
に
良
い
食
べ
物
を
作
っ
て
、

ゆ
っ
く
り
ラ
ン
チ
タ
イ
ム
を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。

調
理
指
導
実
習
室

10
名

５
０
０
円
程
度（
食
材
費
）

清
水
絹
代（
栄
養
士
）

（
食
育
サ
ロ
ン
参
加
者
以
外
の

方
で
託
児
を
希
望
す
る
方
）

時
に
は
、
子
ど
も
を
預
け
て
リ
フ
レ
ッ
シ

ュ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

お
も
ち
ゃ
図
書
館
、
託
児
室

10
名

１
０
０
円（
保
険
・
運
営
費
）

市
社
会
福
祉
協
議
会
　

（
46
）５
１
１
５

ま
す
。
ぜ
ひ
、
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

２
月
21
日（
水
）
午
後
１
時
30
分
〜

※
受
け
付
け
は
午
後
０
時
30
分
〜

県
立
青
少
年
セ
ン
タ
ー
　

別
館
２
階
　
多
目
的
ホ
ー
ル

概
ね
15
歳
か
ら
34
歳
ま
で
の
子
ど

も
を
持
つ
親
や
教
師
、
そ
の
他
本
セ
ミ
ナ
ー

に
関
心
の
あ
る
方

ニ
ー
ト
、フ
リ
ー
タ
ー
問
題
の
現

状
と
課
題

小
杉
礼
子（
労
働
政
策
研
究
・
研

修
機
構
統
括
研
究
員
）

専
門
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
子
ど
も
の
自

立
や
就
職
に
関
す
る
悩
み
相
談

無
料

第
１
部
　
１
０
０
名
程
度
　
　

第
２
部
　
10
名
程
度

ジ
ョ
ブ
カ
フ
ェ
や
ま
な
し
　

０
５
５（
２
３
３
）４
５
１
０

県
労
政
雇
用
課
　
　
　
　
　

０
５
５（
２
２
３
）１
５
６
２

広告スペース 広告スペース



都留ロータリークラブ、
ガールスカウト山梨県第10団

金　56,897円
丸統富士吉田青果商業協同組合

金　20,000円

エネルギーを大切に使っていただく
よう次の3つの「省エネポイント」をお
知らせします。

冬の室温の設定は20℃を目安に、冷
蔵庫内の温度設定は弱めにしましょう。

見ていないテレビや不要な照明は、
こまめに切りましょう。

就寝や外出する時は、常時通電が不
要な電気製品は、こまめにプラグを
コンセントから抜きましょう。

（財）関東電気保安協会では、地域や
職場など皆さんの所にお伺いし、電気
を安全に効率よくお使い頂くための出
前講習会を無料にて開催しています。
ぜひ、ご利用ください。

「家庭などでの省エネルギー」、
「発電所から家庭に届くまで」などの講
演や「電気の安全な使い方」、「地震な
どの災害に備えて」などのビデオ放映

日曜、祝日を除く
午前10時～午後4時
1～2時間程度
5名～30名程度

※人数が多い時は数回に分けて行います。
ご用意いただいた場所へお伺
いします。
無料
（財）関東電気保安協会
山梨事業本部　広報担当　岡
055（228）3200

廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物の野外焼却を禁止し
ています。

法律に違反して野外焼却を行った場合は、罰則（
）を受け、処罰されます。

ただし、次のような例外が認められています。
○廃棄物処理基準に適合した焼却炉でのゴミの焼却
※排ガス処理装置などを完備した焼却炉でのみ可能です。
○災害の応急対策や復旧のために必要なゴミの焼却
○農業者や林業者が行う稲わらや伐採した枝などの焼却
○「どんと焼き」など風俗慣習または宗教行事を行うための焼却
○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却
※たき火、キャンプファイヤー、暖をとる為の薪の焼却などでもビニ
ール、プラスチックなどゴミを燃すことはできません。

富士・東部林務環境事務所環境課　 （45）7811
市地域振興課

昨年は、県内の交通事故の
発生件数、死傷者数とも減少
しましたが、都留市では死者
数は減少したものの交通事故
が増加してしまいました。家
庭、職場、学校などで交通安
全について話し合い、交通事
故の防止に努めましょう。

・高齢者と子どもの交通事故防止
・後部座席を含むシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使
用の徹底
・早めのライト点灯の徹底と反射材使用の推進
・飲酒運転など悪質、危険な運転の追放

山梨大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学　講師　今村俊一

山梨大学医学部　耳鼻咽喉科・頭頸部外科学　講師　松崎全成

専門医による、病気と難聴・補聴器に関する相談会を行います。
3月4日（日）午後1時～3時30分　
岡島ローヤル会館8階『ゴールドルーム』 ※入場無料
日本耳鼻咽喉科学会山梨県地方部会事務局　 055（273）9765

ららららせせせせ
寄付（敬称略）

耳の日フェスタ

ゴミの野焼きは絶対禁止！
～違法なゴミの野外焼却をなくしましょう～

2月は省エネルギー月間です

平成18年中の交通事故発生状況について
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都留市の気象

最高気温

最低気温

平均気温

降水日数

降 水 量

平均湿度

平成18年12月 平成17年12月 10年間
の平均

（27）
18.2℃

（7）
14.3℃ 18.3℃

（25）
－4.6℃

（21）
－6.8℃ －4.9℃

4.8℃ 1.3℃ 3.9℃
1.0㎜以上

7日
1.0㎜以上

1日
1.0㎜以上

4.3日

152.5㎜ 5.0㎜ 48.9㎜

69.0％ 50.6％ 64.6％

おおおおししししいつも必要な時に、必要なだけ水道水が使えるよう、施設の整備と維
持管理に努めており、このために多額の建設資金と経費を必要とします。
これらの費用は、国などからの借入金と水道料金が財源となっています。

水道事業は法律により「経営の収入をもって充てなければならない」
という独立採算制を基本原則とし、施設建設に伴う国などからの借入金
の償還金、維持管理経費などの費用は、お客様から支払っていただく水
道料金で賄っています。仮に赤字になっても税金などで穴埋めすること
はできません。

水道料金の請求は2カ月に1回です。水道料金のお支払い方法は
と の2つの方法があり、選択することができま

す。口座振替のお申し込みは、お客様が取り引きしている金融機関の窓
口でお申し込みください。

水道料金を滞納されている方には督促状、催告書を送付し、その後に
給水停止を通告し、一定期間を経過しても納付されない場合には、法律
及び条例に基づき を行います。給水停止によりお客様の給水
機器などに損害が生じても、市では一切責任は負いません。
水道水は、お客様にとって大切なライフラインであり、「給水停止」は

お客様の生活に大きな影響を及ぼしますので、水道料金は期限内に納入
していただくようお願いします。

水道課業務担当・簡易水道担当

法務局では、登記、戸籍、供託、訟務、人権擁護及び青年後見登記に
関する事務などの事務を取り扱っています。
これらに関することで、疑問や不明な点、お知りになりたいことなど

がありましたら、相談所を開設しますので、ご利用ください。
秘密は固く守られ、事前の予約など特別な手続きも不要です。

2月25日（日）午前9時～午後3時30分
甲府市北口一丁目2－19 甲府地方法務局　4階会議室

○土地や建物、会社などの登記手続き、土地の境界に関すること。
○相続問題、遺言などに関すること。
○お年寄りの財産などを守る成年後見人制度に関すること。
○成年後見登記の手続きや証明書に関すること。
○婚姻、離婚、親権、扶養などに関すること。
○帰化など国籍に関すること。
○地代、家賃の支払いなど借地・借家に関すること。
○児童・生徒の「いじめ」「体罰」に関すること。
○あらぬ噂や中傷など名誉・信用に関すること。

登記、供託の手続きについては、インターネット及びインフォメーシ
ョンサービスを利用して、情報を入手することができます。

http://info.moj.go.jp/
055（240）6027

甲府地方法務局　 055（252）7153

4月上旬から32日間
午後6時～10時
会　員　40,000円
会員外　42,000円
※テキスト代、願書代別途

5月上旬から18日間
午後6時～9時
会　員　30,000円
会員外　32,000円

富士吉田職業訓練校
3月30日（金）
富士吉田職業訓練協会
0555（22）5214

自衛隊では、2等陸海空士を次のと
おり募集します。

18歳以上27歳未満の男子
年間を通じて行っています。
2月26日（月）及び3月12日（月）
筆記・口述試験・作文・適
正試験・身体検査
3月下旬から4月上旬予定
大月地域事務所（大月合庁内）
（22）1298

都留市消防署調べ（ ）はその日

水道課からのお知らせ

「法務局なんでも無料相談所」開設

富士吉田職業訓練協会
からお知らせ

2等陸海空士募集

21     H 1 9 . 2. 1


